
入札説明書 
 
下記の入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この 

入札説明書によるものとする。 
入札に参加するものは、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。 
この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、下記 13 に掲げる者に説明を

求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申
し立てることはできない。 
 
 
１ 公告日 
   令和８年５月１１日（月） 
 
２ 競争入札に付する事項 
（１） 件名 令和８年度 結核検査用消耗品購入単価契約 

詳細は契約書案及び仕様書のとおり 
（２） 契約期間 

契約締結の日から令和９年３月３１日まで 
 
３ 競争入札に参加するものに必要な資格に関する条項 
  次の要件をすべて満たす者であること。 
（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。 
（２） 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加す

る者に必要な資格「薬品・医薬品・医療用品類‐医薬品」または「薬品・医薬品・
医療用品類‐医療用消耗品」を取得している者であること。 

（３） この公告の日から下記７に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調
達、 売払い及び役務の提供に係る入札参加資格を有する者に対する指名停止等措
置を受けていない者であること。 

（４） 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号 
に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。  
ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  
イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
ウ 暴力団員が役員となっている事業者 
エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 
オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購 

入契 約等を締結している者 
カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 
キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的 

に非難される関係を有している者 
ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。 
 （５）別添「令和８年度 結核検査用消耗品購入単価契約仕様書」の内容を契約締結の日

から確実に履行できる者 
（６）紙入札（見積）参加届出書（様式第１号）を２部事前に提出し、入札参加の承認を

得た者 
 
４ 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨  
（１）使用言語 日本語 
（２）通 貨 日本国通貨 

 
 
 



５ 入札の方法 
入札に参加する者は、紙入札（見積）参加届出書（様式第１号）及び、入札書（様式第

３号）を直接提出しなければならず、郵送による入札は認めないこととする。 
（１）入札参加申請期限 令和８年５月２０日（水）午後５時まで  
（２）入札金額の提出期間 入札参加の承認を受けた日から令和８年５月２6 日（火）  

午前１０時まで  
（３）入札金額を入札書（第３号様式）に記入し、提出すること。 
（４）この入札については、大分県電子入札運用基準（物品・役務）を熟知のうえ参加 

しなければならない。なお、入札後に入札システムについての不知又は不明を理由と
して異議を申し立てることはできない。 

（５） 入札書は単価（税抜）及び金額（税込）を記入すること。 
（６） 年間見込数量を乗じて年間見込総額を算出し、年間見込総額の合計額が最も安価

な見積者を、契約相手方に決定する。 
 

６ 入札説明書等に関する質問等 
（１）質問方法 
質問は、質問書（第２号様式）により、持参、郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれ

かで行うこととし、ＦＡＸの場合は 必ず電話により着信を確認すること。なお、文
書には担当者の部署、氏名、電話及びメールアドレスを漏れなく記入すること。 
（２）質問の提出先 

下記 12 に示す担当部局とする。 
（３）質問の受付期間 

令和８年５月１１日（月）から令和８年５月１８日（月）まで（土曜日及び日曜日
を除く。）の午前９時から午後５時まで 

（４）質問の回答方法 
質問に対する回答内容については質問者以外の入札参加申請を行った者全員にも 

質問者名を伏せた上で令和８年５月１９日（火）に電子メールで送付する。  
 
７ 開札 

（１） 開札場所 
別府総合庁舎 ３階 会議室３１ 

（２） 開札日時 
令和８年５月２６日（火）午前１０時 

  （３） 落札者の決定方法 
      有効な入札書で予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを契約 

の相手方とする。 
      なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじによる 

落札者決定を行う。この場合、当該入札者がくじを引かないときは、本契約に関 
係のない職員に代わりにくじを引かせるものとする。 

（３） 再度入札 
開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令（昭和 22 年 
政令第 16 号）第 167 条の８第４項の規定により再度の入札を行う。再度の入 
札は１回とする。この場合において、再度入札をしても、落札者がないとき又は 
落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第 167 条の２第８項の規定 
により随意契約を行うものとする。 
 

 
８ 入札保証金及び契約保証金 

免除とする。 
 
９ 入札の無効 

大分県契約事務規則（昭和 39 年大分県規則第 22 号）第 27 条に規定する事項のほか、
入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に
参加することができない場合がある。 



 
10 契約に関する事務を担当する部局の名称 

〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井 14-1 
大分県東部保健所 健康安全企画課 総務班 
電話 0977-67-2511 
FAX 0977-67-2512 
Email a12080@pref.oita.lg.jp 
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